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頁 変更後 変更前 変更理由 
 第 1章 はじめに 第 1章 はじめに  

p.5 1.1 令和 7 年度版の事務処理説明書について 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●AMED 事業の経理は「機関経理」を原則としているため、研究機関の経理部門が責任をもって経理

を担当していただくことになります。研究開発担当者本人が研究開発費の経理を担当することはできま

せん。 

 

1.1 令和 7 年度版の事務処理説明書について 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●AMED 事業の経理は「委任経理」を原則としているため、研究機関の経理部門が責任をもって経理

を担当していただくことになります。研究開発担当者本人が研究開発費の経理を担当することはできま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化。 

 

p.6 1.2 用語の定義 

11 大学等 

以下①～③に掲げる研究機関の総称。 

① 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人、高等専門学校、大学共同利用機関 

② 国立試験研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関 

③ 公益財団法人、公益社団法人等の公的性格を有する機関であって、AMED が認めるもの 

 

12 企業等 

企業その他「大学等」以外の研究機関の総称 

1.2 用語の定義 

11 大学等 

以下①～③に掲げる研究機関の総称。 

① 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 

② 国立試験研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関 

③ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、AMED が認めるもの 

 

12 企業等 

「大学等」に該当しない研究機関の総称 

 

 

 

 

契約書雛型の表

現と統一。 

 

 第 3章 委託契約・補助金申請の手続 第 3章 委託契約・補助金申請の手続  

p.12 

 

（１）研究開発計画の作成 

③ 「経費等内訳・項目シート」 

設備・備品の調達を予定する場合は、参考見積を入手する等して市場価格の把握を行った上で、計

画と実際の執行に大幅な金額の乖離が生じないよう十分留意してください（AMED へ見積書の提出

を求める場合があります）。 

 

（１）研究開発計画の作成 

③ 「経費等内訳・項目シート」 

設備・備品の調達を予定する場合は、参考見積を入手する等して市場価格の把握を行った上で、計

画と実際の執行に大幅な金額の乖離が生じないよう十分留意してください。 

 

 

 

 

公募要領との統

一。 

（２）採択後契約締結又は交付決定までの留意点 

省略 

（３）研究開発計画書類の利用目的 

研究開発計画書類に含まれる情報は、研究開発の支援のほか、新規事業創出や事業間連携等の

AMED 事業運営のための検討や、それに資する分析のために利用されます。研究開発計画書類は、

法人文書管理、個人情報保護及び情報公開に関連する法令並びに AMED 例規等の定めに則り適

切に管理し、研究機関及び研究者等の権利利益を不当に侵害することがないように、研究開発計画

書類に含まれる情報に関する秘密を厳守します。 

 

（２）採択後契約締結又は交付決定までの留意点 

省略 

（新規） 

令和７年４月１

日から情報管理

規則が施行された

ことに伴う追記。 

p.13 3.2.2 研究開発にあたっての留意事項 

（3）事務管理体制及び財務状況等に関する調査・確認 

●各研究機関に対し、研究開発開始前及び研究開発期間中に事務管理体制及び財務状況等につ

3.2.2 研究開発にあたっての留意事項 

（3）事務管理体制及び財務状況等に関する調査・確認 

各研究機関に対し、研究開発開始前及び研究開発期間中に事務管理体制及び財務状況等につい
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頁 変更後 変更前 変更理由 
いての調査・確認を行うことがあります。その結果、必要と認められた研究機関については、委託研究開

発契約又は補助金交付決定を見合わせる場合や、研究開発期間中の研究開発課題の中止等や研

究開発費縮減の措置を行うことがあります。 

●スタートアップ企業等※については、毎年度、法人税申告書一式（直近１年分）と資金繰り表を、

決算日から原則２ヶ月以内に提出してください。 ※スタートアップ企業等の定義は事業によって異なる

場合がありますので、 詳細は公募要領をご確認ください。 

法人税申告書一式とは、税務署にご提出された法人税申告書一式をいい、申告時に添付された財

務諸表などのすべての書類を含みます。なお、上場企業については、財務状況資料の提出は不要で

す。 

資金繰り表には AMED として様式の指定はありません。必要に応じて参考にしていただけるよう、今回

初めて作成する企業向けに参考様式を公開していますが、必ずしもこのフォーマットに従う必要はありま

せん。資金繰り表の作成期間は、直近の決算月の翌月より開始し、提出時期から１年までが最低期

間となります。 

スタートアップ企業等が、AMED と委託研究開発契約を締結する分担機関又は AMED が交付決定

する分担機関である場合は、毎年度、法人税申告書一式（直近１年分）と資金繰り表を提出して

ください。 

提出いただいた資料に基づき、AMED は財務状況の確認を行います。財務リスクが高いと評価した場

合、概算払いの調整（原則、実績払い）や、AMED 専用口座による資金管理、残高試算表（期

中の法人税申告書一式に替わるもの）や資金繰り表の確認期間の短縮（６ヶ月毎等）、を通知し

ますので対応をお願いします。  

これらの対応は、毎年度に実施する財務リスク評価により変更する場合があります。 

 

ての調査・確認を行うことがあります。その結果、必要と認められた研究機関については、委託研究開発

契約又は補助金交付決定を見合わせる場合や、研究開発期間中の研究開発課題の中止等や研究

開発費縮減の措置を行うことがあります。 

 

 

 

 

スタートアップ企業 

に対し毎年度、法 

人税申告書一式 

(直近１年分)と 

資金繰り表を提出 

することを義務付 

けることとなったた 

め。 

 

p.15 

 

3.4 （補助）委託について 

（１）委託の可否 

●省略 

●省略 

●委託等が承認された場合は、委託先及び共同研究先と速やかに委託契約又は共同研究契約を

締結してください。 

●AMED から直接交付を受けている分担機関からの委託は原則できません。 

 

3.4 （補助）委託について 

（１）委託の可否 

●省略 

●省略 

●委託等が承認された場合は、委託先及び共同研究先と速やかに委託契約又は共同研究契約を

締結してください。 

（追加） 

 

 

委託の箇所に書か

れている同内容の

説明を、補助の箇

所にも記載。 

 

p.23 C. 関係書類の保存 

●関係書類は、全研究開発期間終了後５年間保管してください。 

 

C. 関係書類の保存 

●関係書類は、研究開発期間終了後５年間保管してください。 

誤り。 

 

p.24 

 

（４）その他 

臨床研究法における利益相反管理に関する問い合わせは、厚生労働省医政局研究開発政策課へ

お願いします。（電話：03-5253-1111(内線 4164）) 

 

（４）その他 

臨床研究法における利益相反管理に関する問い合わせは、厚生労働省医政局研究開発政策課へ

お願いします。（電話：03-5253-1111(内線 4151）) 

厚労省ウェブサイト

における問合せ先

記載の変更に伴う

修正。 

 

 第４章 研究開発費の執行 第４章 研究開発費の執行  

p.32 

 

（６）支払 

(中略) 

（６）支払 

(中略) 

p.32 （8 ）の内

容（このすぐ次の
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頁 変更後 変更前 変更理由 
外貨の円換算は、研究機関の規程によります。また、小数点以下の端数処理は、下記によります。 

 

外貨の円換算は、研究機関の規程によります。また、小数点以下の端数処理は、下記によります。 行を参照）と矛盾

が生じたことによる

修正。 

 

（８）国際的取引の計上に関する手続きについて 

A.外国貨物の送料と関税、消費税 

●海外物品等の調達の際に発生しうる関税及び調達価格と別立になっていない送料は、調達に係る

付帯経費として該当する費目に含めて構いません。 

●調達価格と別立になっている場合には、その他・運搬費に計上します。 

●輸入消費税を支払っている場合は、収支簿の課税区分を課税対象としてください。 

 

B.為替レート(海外からの設備の調達、海外への外注等) 

海外から物品等を調達、または海外へ外注等を行い、外貨通貨で支払った場合は、支払時の為替

レートで日本円に換算して収支簿に計上して下さい。なお、外貨支払時の為替レート については、「研

究機関で通常使用する為替レート」を使用することも可能です。  

 

C.海外の付加価値税(VAT) 

VAT を支払い、直接経費に計上した場合において、VAT の還付を受けられた際は、還付手続に要

した経費を差し引いた残余金額を AMED へ返納していただきますので、速やかに事業課にご連絡くださ

い。 

 

新規 国際的取引の計

上に関する手続き

ついて、説明を追

記。 

p.33 

 

4.3 直接経費の執行にあたって 

AMED 事業の経理は「機関経理」を原則としていることから、研究機関の経理部門が経理を担当して

いただくことになります。研究開発担当者本人が研究開発費の経理をすることはできません。 

 

4.3 直接経費の執行にあたって 

AMED 事業の経理は「委任経理」を原則としていることから、研究機関の経理部門が経理を担当して

いただくことになります。研究開発担当者本人が研究開発費の経理をすることはできません。 

 

 

表現の適切化。 

 

p.34 

 

＜対象経費の考え方＞ 

●直接経費として計上できない経費は以下のものが該当します。 

（中略） 

※特許関連経費については、間接経費に計上することを原則とします。しかし、研究機関が出願しない

場合であって、AMED が技術の有用性、特許出願の必要性等に鑑みて出願することが適当と判断し

たものについては、AMED が権利を譲り受けて出願することが可能ですので相談してください。 

・為替差損 

＜対象経費の考え方＞ 

●直接経費として計上できない経費は以下のものが該当します。 

（中略） 

※特許関連経費については、間接経費に計上することを原則とします。しかし、研究機関が出願しない

場合であって、AMED が技術の有用性、特許出願の必要性等に鑑みて出願することが適当と判断し

たものについては、AMED が権利を譲り受けて出願することが可能ですので相談してください。 

（追加） 

 

 

海外現地事務所

で外貨で保有する

準備）金等の為

替差損分の経費

計上は不可のた

め。 

 

p.36 （３）フロー 

A. 仕様書の作成、購入伺い、承認 

●省略 

●省略 

●省略 

●研究機関が用意する居室の机・椅子・蛍光灯等、文房具類、は計上不可です。なお、事業に直接

使用するファイリング用品やデータ印刷用トナーは計上可能です。 

●入門書、概要説明書等の直接必要と認められない図書及び年間購読雑誌等の未経過月分は計

（３）フロー 

A. 仕様書の作成、購入伺い、承認 

●省略 

●省略 

●省略 

●研究機関が用意する居室の机・椅子・蛍光灯等、文房具類、は計上不可です。なお、事業に直接

使用するファイリング用品やデータ印刷用トナーは計上可能です。 

●入門書、概要説明書等の直接必要と認められない図書及び年間購読雑誌等の未経過月分は計

 

 

 

 

 

p.37 の内容と重

複しているため、削

除。 
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頁 変更後 変更前 変更理由 
上不可です。書籍購入費は、購入する書籍等の「題名」を明確にしてください。年間等を対象とした支

出は、対象期間を記載してください。 

上不可です。書籍購入費は、購入する書籍等の「題名」を明確にしてください。年間等を対象とした支

出は、対象期間を記載してください。 

 

p.37 （４）その他、注意事項 

●省略 

●省略 

●省略 

●書籍購入費に関して 

・ 省略 

・ 年間購読の場合で当該年度に計上できる経費は、契約締結日から当該年度の３月 31 日までの

分です。年度を跨いだ経費につきましては、翌年度に計上してください。当該年度に計上できるのは、経

過月（検収が終了した月）分だけです。未経過月分は計上不可です。年間等を対象とした支出は、

対象期間を記載してください。 

 

（４）その他、注意事項 

●省略 

●省略 

●省略 

●書籍購入費に関して 

・ 省略 

・ 年間購読の場合で当該年度に計上できる経費は、契約締結日から当該年度の３月 31 日までの

分です。年度を跨いだ経費につきましては、翌年度に計上してください。当該年度に計上できるのは、経

過月（検収が終了した月）分だけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明の補足。 

 

p.39 

 

 

（７）留意事項 

●省略 

●省略 

【政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」（外務省）】 

※年度により変動します。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/kijyungaku2024.html 

 

（７）留意事項 

●省略 

●省略 

【政府調達協定及び我が国の自主的措置の定める「基準額」及び「邦貨換算額」（外務省）】 

※年度により変動します。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/kijyungaku.html 

 

 

 

 

 

 

URL 更新。 

p.40 （a）年度跨ぎの契約として認められるもの 

・ 発注・契約から納品・検収までが、全研究開発期間内において年度を跨ぐ研究機器の購入など物

品の調達。(例：国際入札による購入品、受注生産品、海外からの輸入品等) 

（b）年度跨ぎとして認められないもの 

・ 発注・契約から納品・検収及び支払いまでが３ヶ年度以上となるもの。 

・ 発注・契約、納品・検収が前年度に完了し、支払いだけが年度を跨ぐもの。 

・ 当該研究開発課題の全研究開発期間における初年度において、その契約締結以前に年度を跨ぐ

契約を締結したもの。 

・ 当該研究開発課題の全研究開発期間における最終年度において、その翌年度に跨ぐ契約を締結

したもの。 

 

（a）年度跨ぎの契約として認められるもの 

・ 発注・契約から納品・検収までが、研究開発期間内において年度を跨ぐ研究機器の購入など物品

の調達。(例：国際入札による購入品、受注生産品、海外からの輸入品等) 

（b）年度跨ぎとして認められないもの 

・ 発注・契約から納品・検収及び支払いまでが３ヶ年度以上となるもの。 

・ 発注・契約、納品・検収が前年度に完了し、支払いだけが年度を跨ぐもの。 

・ 当該研究開発課題の研究開発期間における初年度において、その契約締結以前に年度を跨ぐ契

約を締結したもの。 

・ 当該研究開発課題の研究開発期間における最終年度において、その翌年度に跨ぐ契約を締結した

もの。 

 

誤り。 

 

p.41 C. 証拠書類の整理 

●証憑類として、出張命令（依頼）書、外勤命令（依頼）書、旅費計算の明細書・精算書、搭乗

券の半券等※、航空券購入時の領収書、タクシー・レンタカーの領収書（諸経費を含む）、出張報

告書（様式任意）を準備してください。なお、AMED が要請する証拠書類（搭乗券の半券等※、出

張報告書）については機関の規程で不要としていても必要となりますのでご準備ください。出張報告書

は、外勤（日帰り出張）についても同様の取り扱いとなります。 

 

C. 証拠書類の整理 

●証憑類として、出張命令（依頼）書、外勤命令（依頼）書、旅費計算の明細書・精算書、搭乗

券の半券等※、航空券購入時の領収書、タクシー・レンタカーの領収書（諸経費を含む）、出張報

告書（様式任意）を準備してください。なお、AMED が要請する証拠書類（搭乗券の半券等※、出

張報告書）については機関の規程で不要としていても必要となりますのでご準備ください。 

 

外勤も出張報告

が必要なことを追

記。 

p.43 

 

（e）日当を研究開発課題Ａか研究開発課題以外Ｂのいずれに計上するかは、以下のとおり区別し

てください。 

（e）日当を研究開発課題Ａか研究開発課題以外Ｂのいずれに計上するかは、以下のとおり区別し

てください。 

 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/kijyungaku2024.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/kijyungaku.html


 令和 8 年度 事務処理説明書 新旧対照表   

 5 / 13 

 

頁 変更後 変更前 変更理由 
・ Ａの業務のみ行った日の日当は、計上 

・ Ｂの業務のみ行った日の日当は、計上不可 

・ ＡとＢの両方を行った日の日当は、１／２を計上 

・ Ａの業務を行い、Ｂへ向けて移動した日の日当は、計上 

・ Ｂの業務を行い、Ａへ向けて移動した日の日当は、計上不可 

・ 移動しか行わなかった日の日当は、Ａの業務に向かう、又はＡの業務から戻る場合は、計上 

 

●出張に私事を含む場合は、私事に係る旅費の直接経費への計上は認められません。また、（研究

開発課題に係る）用務前後における私事旅行地から用務先まで、または私事旅行地から帰着地まで

の旅費の計上は認められません。 

 

・ Ａの業務のみ行った日の日当は、計上 

・ Ｂの業務のみ行った日の日当は、計上不可 

・ ＡとＢの両方を行った日の日当は、１／２を計上 

・ Ａの業務を行い、Ｂへ向けて移動した日の日当は、計上 

・ Ｂの業務を行い、Ａへ向けて移動した日の日当は、計上不可 

・ 移動しか行わなかった日の日当は、Ａの業務に向かう、又はＡの業務から戻る場合は、計上 

 

 

 

 

 

 

 

 

私事旅行を含む

旅費の計上につい

て説明を追加。 

p.44 

 

F. 海外出張旅費にかかる留意事項 

●国内で発生する以下の経費は、消費税込み額で計上してください。 

・国内で発生する海外出張のための費用:海外出張における支度料、予防注射料、国内交通費、国

内の空港使用料、発券手数料 

●海外出張における海外での旅費については、消費税の課税対象になりませんので、支出額をそのまま

課税区分:課税対象外※で計上してください。 

・航空運賃（燃油サーチャージ含む）、海外での空港使用料、交通費、日当、宿泊費等 

※課税事業者の研究機関は、必要な場合に費目:その他で不課税消費税相当額を別途計上。 

●海外出張において、現地国の法令により課税される場合がありますが、海外の税金等に関しては税

額控除する必要はありません。 

 

（新規） 国際的取引の計

上に関する手続き

(旅費)について、

説明を追記。 

 

p.48 

(変更前

p.47) 

G. その他の留意事項 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●賞与の計算期間については、新規採択されたときは研究開発期間開始日から、２年目以降につい

ては、機関の規程に従って算出してください。 

 

G. その他の留意事項 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●賞与の計算期間については、新規採択されたときは採択後から、２年目以降については、機関の規

程に従って算出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

誤記訂正。 

p.50 

(変更前

p.48) 

（b）業務開始時 

●省略 

●エフォート申告書を受理した人事責任者等は、「エフォート証明書」を AMED に提出してください。な

お、エフォート率が 100％の場合でも提出が必要です。また、エフォートが変更になった場合の提出時期

は参加者リストに準じるものとします。 

（b）業務開始時 

●省略 

●エフォート申告書を受理した人事責任者等は、「エフォート証明書」を AMED に提出してください。な

お、エフォート率が 100％の場合でも提出が必要です。また、エフォートが変更になった場合の提出時期

は変更届準じるものとします。 

 

 

事務作業の簡素

化による修正。 

p.50 

(変更前

p.49) 

（e）留意事項 

●省略 

●省略 

●省略 

（e）留意事項 

●省略 

●省略 

●省略 

 

 

 

「 エ フ ォ ー ト 証 明
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頁 変更後 変更前 変更理由 
●「エフォート申告書」、「エフォート報告書」及び「エフォート証明書」と同等の様式の備えがある場合に

は、研究機関の様式で代替することが可能です。 

●「エフォート申告書」及び「エフォート報告書」と同等の様式の備えがある場合には、研究機関の様式

で代替することが可能です。 

 

書」も代替可であ

ることを明記。 

 

p.61 

(変更前

p.60) 

B. 対象者 

対象者は、原則として以下の全てを満たす者としています。 

●省略 

●AMED が規定する『若手研究者』：研究開発開始年度の 4 月１日時点において、①年齢が満

43 歳未満の者、又は②博士号取得後 10 年未満の者とします。 

 

 

B. 対象者 

対象者は、原則として以下の全てを満たす者としています。 

●省略 

●AMED が規定する『若手研究者』：研究開発開始年度の 4 月１日時点において、①年齢が満

43 歳未満の者（昭和 57 年 4 月 2 日以降に生まれた者）、②又は博士号取得後 10 年未満の

者のいずれか高い方を対象とします。 

 

 

 

 

わかりやすい文章

に修正。 

p.68 F. 研究機関において実施すべき事項等 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●研究力向上のための制度（PI 人件費）の利用を希望する場合は、研究開発提案書、及び、研

究開発計画書に必ず記載すること。また、当該制度に係る計上額は、年度途中に増額することはでき

ません。 

 

G. 研究機関が行う AMED の手続 

＜研究遂行時での計上変更の場合＞ 

※変更届（流用制限オーバーの場合は変更承認申請）に PI 人件費の支出を変更することを記

し、上記②③の書類を添付して提出してください。 

予想される計上金額が費目間流用の範囲内であっても、事前に当該事業担当に確認の上、上記手

続を実施してください。 

 

F. 研究機関において実施すべき事項等 

●省略 

●省略 

●省略 

●省略 

●研究力向上のための制度（PI 人件費）の利用を希望する場合は、研究開発提案書に必ず記載

すること。また、当該制度に係る計上額は、年度途中に増額することはできません。 

 

 

G. 研究機関が行う AMED の手続 

＜研究遂行時での計上決定の場合＞ 

※変更届（流用制限オーバーの場合は変更承認申請）に PI 人件費の支出を行うことを記し、上

記②③の書類を添付して提出してください。 

予想される計上金額が費目間流用の範囲内であっても、事前に当該事業担当に確認の上、上記手

続を実施してください。 

 

研究開発計画書

についても PI 人件

費に関する記載が

必要であることを明

確化。 

 

 

 

 

 

PI 人件費に関し、

期中の設定を認め

る記載に読めるの

で、これを「変更」と

して明確化。 

 

p.77 

(変更前

p.76) 

外注費判定チャート 

「既存の機械装置等の修理である」➡YES➡その他（その他） 

 

外注費判定チャートの注釈 

※2 調査、耐久試験、設計、ソフトウェアの開発、その他 物品(製品)の納入を伴わない役務発注は

外注費になります。発注者が材料を支給するような場合も含まれます。仕様書等に指定されている成

果物が納品されていることを検収時に確認してください。 

 

外注費判定チャート 

「既存の機械装置等の修理である」➡YES➡その他（外注費） 

 

外注費判定チャートの注釈 

※2 調査、耐久試験、設計、ソフトウェアの開発、その他 物品(製品)の納入を伴わない役務発注は

外注費になります。発注者が材料も支給するような場合も含まれます。 

 

 

誤り。 

 

 

2025 年 2 月説

明会資料で追加

した内容を追記。 

p.78 

(変更前

p.77) 

D. 論文投稿料について 

論文投稿料は、原則、前払いとなるので、支払った時点では研究機関の立て替えとして処理していただ

き、当該論文の採択又は不採択等の通知を受理した年度の経費として計上してください。論文をオープ

ンアクセス化するために必要な掲載料あるいは論文処理費用（Article Processing Charge、

APC）は、直接経費として処理することが可能です。後払いの場合は、請求書受領日を検収年月日

として計上してください。 

 

D. 論文投稿料について 

論文投稿料は、原則、前払いとなるので、支払った時点では研究機関の立て替えとして処理していただ

き、当該論文の採択又は不採択等の通知を受理した年度の経費として計上してください。論文をオープ

ンアクセス化するために必要な掲載料あるいは論文処理費用（Article Processing Charge、

APC）は、直接経費として処理することが可能です。 

 

 

 

 

 

後払いの場合を追

記。 



 令和 8 年度 事務処理説明書 新旧対照表   

 7 / 13 

 

頁 変更後 変更前 変更理由 
p.79 

(変更前

p.78) 

G.利用期間の定めがある経費の計上範囲について 

(リース・レンタル料、ソフトウェアライセンス料、雑誌年間購読料、保守費等) 

（中略） 

 

I.施設・設備等の修理費・保守費 

G.経費の計上範囲について 

 

（中略） 

 

I.施設・設備等の保守 

 

わかりやすいタイト

ルに修正。 

 

タイトルを記載内

容 に あ わ せ て 修

正。 

 

p.81 

 

Q.臨床研究等における負担軽減費(診療費) 

●治験及び臨床における治療目的の負担軽減費のうち、診療費・薬代は「その他」、交通費は「旅

費」、クオカード等の謝品は「物品費」、現金支給の場合は「人件費・謝金」に計上してください。 

 

R.運搬費 

(a)計上できる経費 

●既に研究機関が所有または調達済の研究機器等について、元の設置場所と研究場所間での運搬

に要する経費といったスポット的に発生する送料 

●新たに消耗品等に調達する際に、送料が調達価格と別立になっている場合 

(b)運搬費計上の留意点 

●研究機器等を運搬する際に必要となる保険料も計上することができます。 

●消耗品等の送料が調達価格と別立になっていない場合には、調達に係る付帯経費として、該当費

目に含めて構いません。 

 

（新規） 負担軽減費につい

て説明を追記。 

 

 

運搬費について説

明を追記。 

p.82 

(変更前

p.80) 

（a）年度またぎの契約として認められるもの 

・ 発注・契約から完了・検収までが、全研究開発期間内において年度をまたぐ試験・分析の実施など

役務の提供。（例：原液等の長期保存試験、毒性試験） 

（b）年度またぎとして認められないもの 

・ 発注・契約から納品・検収及び支払いまでが３ヶ年度以上となるもの。 

・ 発注・契約、納品・検収が前年度に完了し、支払いだけが年度をまたぐもの。 

・ リース契約や試験・分析の複数年契約でも、年度毎の費用計上が可能なもの。 

・ 当該研究開発課題の全研究開発期間における初年度において、その契約締結以前に年度を跨ぐ

契約を締結したもの。 

・ 当該研究開発課題の全研究開発期間における最終年度において、その翌年度に跨ぐ契約を締結

したもの。 

 

（a）年度またぎの契約として認められるもの 

・ 発注・契約から完了・検収までが、研究開発期間内において年度をまたぐ試験・分析の実施など役

務の提供。（例：原液等の長期保存試験、毒性試験） 

（b）年度またぎとして認められないもの 

・ 発注・契約から納品・検収及び支払いまでが３ヶ年度以上となるもの。 

・ 発注・契約、納品・検収が前年度に完了し、支払いだけが年度をまたぐもの。 

・ リース契約や試験・分析の複数年契約でも、年度毎の費用計上が可能なもの。 

・ 当該研究開発課題の研究開発期間における初年度において、その契約締結以前に年度を跨ぐ契

約を締結したもの。 

・ 当該研究開発課題の研究開発期間における最終年度において、その翌年度に跨ぐ契約を締結した

もの。 

 

誤り。 

p.83 

表の下 

(変更前

p.81) 

変更後②：各費目の増減額が流用制限額（1,000 万円）を超えていないので、申請・承認は不

要。(物品費+旅費=1,100 万円で流用制限額を超えるが、各費目別での判定とする) 

変更後②：各費目の増減額が流用制限額（1,000 万円）を超えていないので、申請・承認は不

要。 

 

流用制限が直接

経費合計ではな

く、費目別であるこ

とを明確化。 

 

p.87 

(変更前

p.85) 

（3）間接経費の主な使途 

＜枠内＞間接経費の主な使途の例示 

（ア）管理施設・設備の整備、維持及び運営経費（会計基準に基づく、保有する減価償却資産の

（3）間接経費の主な使途 

＜枠内＞間接経費の主な使途の例示 

（ア）管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 

 

 

「競争的研究費の
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頁 変更後 変更前 変更理由 
取替のための積立を含む。ただし、独立行政法人における基金又は運営費交付金を財源とする競争

的研究費に限る。） 

中略 

（カ）研究機器・設備(※)の整備、維持及び運営に係る経費（会計基準に基づく、保有する減価

償却資産の取替のための積立を含む。ただし、独立行政法人における基金又は運営費交付金を財源

とする競争的研究費に限る。） 

 

 

中略 

 

（カ）研究機器・設備(※)の整備、維持及び運営に係る経費 

間接経費の執行

に係る共通指針」

（内閣府）の変

更を反映。 

p.90 

(変更前

p.88) 

（1）支払い方法 

●省略 

●省略 

●省略 

●（委託）は委託研究開発契約締結前及び契約期間中、（補助）は交付決定前及び事業期間

中に行われる事務管理体制及び財務状況等に係る調査・確認の結果によっては、AMED が別途指

定する委託方法（精算払や実績払等）を指示するに従っていただく場合や、委託研究開発契約の

締結又は交付決定を見合わせる場合があります。なお、実績払時の提出すべき資料や証拠書類、ま

た AMED 専用口座による資金管理については、AMED が指示します。 

（1）支払いの方法 

●省略 

●省略 

●省略 

●（委託）は委託研究開発契約締結前及び契約期間中、（補助）は交付決定前及び事業期間

中に行われる事務管理体制及び財務状況等に係る調査・確認の結果によっては、AMED が別途指

定する委託方法（精算払等）に従っていただく場合や、委託研究開発契約の締結又は交付決定を

見合わせる場合があります。 

実績払を取り入れ

るための追記。また 

委託研究開発契

約の締結又は交

付決定を見合わせ

る、という内容は

「研究開発費の支

払い」とは関係ない

ので削除。 

 

p.94 

(変更前

p.92) 

4.8 証拠書類の管理について 

（１）作成・管理をしていただく経理等関係書類 

①「収支簿」 

●直接経費の収支を明らかにするため、収支簿を作成する必要があります。 

●「公的研究費の管理・監査のガイドライン」を遵守している研究機関が、文部科学省が所管する科

研費を受給し、科研費と同様の条件で内部監査を実施する場合であっても、収支簿を提出していただ

くことがあります。 

省略 

 

 

（２）「収支簿」の記載方法について 

●省略 

●収支簿の『摘要』欄には調達等の内容が確認できるよう下記事項を記載してください。 

①物品費：品名、数量 

②旅費：出張件名（打合せ・会議名等）、出張者、日程、用務先 

③人件費・謝金：作業者名（人件費積算書がある場合は代表者）、従事期間（○月分等）、謝

金はさらに支払い事由 

4.8 証拠書類の管理について 

（１）作成・管理をしていただく経理等関係書類 

①「収支簿」 

●直接経費の収支を明らかにするため、収支簿を作成する必要があります。 

●「公的研究費の管理・監査のガイドライン」を遵守している研究機関が、文部科学省が所管する科

研費を受給し、科研費と同様の条件で内部監査を実施する場合であっても、収支簿を提出していただ

きます。 

省略 

 

 

（２）「収支簿」の記載方法について 

●省略 

●収支簿の『摘要』欄には調達等の内容が確認できるよう下記事項を記載してください。 

①物品費：品名、数量 

②旅費：旅行者名、旅行内容（打合せ・会議名等）、用務地、旅行期間 

③人件費・謝金：作業者名（人件費積算表がある場合は代表者）、従事期間（○月分等）、謝

金はさらに支払い事由 

 

 

 

 

 

令和8 年度から収 

支簿の提出を不

要とする場合があ

るための修正。 

 

 

 

 

 

②他のページと用

語を統一。 

③帳票名を正しく

修正。 

 

p.95 

(変更前

p.93) 

（3）「収支簿」の摘要欄における省略記載について 

②旅費：用務地、日程の省略について 

●近距離の出張等で宿泊を要しないものは、「用務地」「日程」を省略して記載することができます。 

 

●上記の場合でも、「出張者」「出張件名」は、必ず記載してください。 

（3）「収支簿」の摘要欄における省略記載について 

②旅費：用務地、旅行期間の省略について 

●近距離の出張等で宿泊を要しないものは、「用務地」「旅行期間」を省略して記載することができま

す。 

●上記の場合でも、「旅行者名」「旅行内容」は、必ず記載してください。 

 

他ページと用語を

統一。 
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頁 変更後 変更前 変更理由 
（中略） 

 

（５）留意事項 

●省略 

●省略 

●上記関係書類の保存期限は、当該全研究開発期間終了後 5 年間です。 

 

（中略） 

 

（５）留意事項 

●省略 

●省略 

●上記関係書類の保存期限は、当該研究開発期間終了後 5 年間です。 

 

 

 

 

 

 

誤り。 

p.96 

(変更前

p.94) 

 

（２）物品の管理  

＜取得物品＞ 省略 

＜提供物品＞  

●研究機関は全研究開発期間中、提供物品を無償で使用することができます。研究機関及び研究

開発担当者は、提供物品（消耗品扱いとなる物品等も含む）を善良なる管理者の注意をもって適

正に管理してください。 

 

（２）物品の管理  

＜取得物品＞ 省略 

＜提供物品＞  

●研究機関は研究開発期間中、提供物品を無償で使用することができます。研究機関及び研究開

発担当者は、提供物品（消耗品扱いとなる物品等も含む）を善良なる管理者の注意をもって適正に

管理してください。 

 

 

 

誤り。 

 

（３）物品の移動等について  

＜取得物品＞  

●省略 

●研究開発担当者が移籍等により所属研究機関を変更し、次の所属研究機関においても、引き続き

AMED の研究を推進する場合には、本事業の目的達成のため、以下の理由・趣旨により取得物品を

原則として、「無償譲渡」により次の所属研究機関に引き継いでください。（処分制限期間（耐用年

数：４年）中の場合は、事前に「物品移動申請書」による手続により物品の移動を行ってください。）

また、修理・フィールドワーク等のために物品を一時的に移動させる場合（1 年未満）AMED への申請

は不要とします。 

① 当該研究開発の推進のために購入した物品等であること  

② 引き続き同一研究者が使用することで、円滑で効率的な研究開発遂行が可能となること  

③ AMED には、与えられた全研究開発期間内で研究者が滞りなく研究開発遂行できる環境を整備  

する責任があること 

 

（３）物品の移動等について  

＜取得物品＞  

●省略 

●研究開発担当者が移籍等により所属研究機関を変更し、次の所属研究機関においても、引き続き

AMED の研究を推進する場合には、本事業の目的達成のため、以下の理由・趣旨により取得物品を

原則として、「無償譲渡」により次の所属研究機関に引き継いでください。（処分制限期間（耐用年

度：４年）中の場合は、事前に「物品移動申請書」による手続により物品の移動を行ってください。）

また、修理・フィールドワーク等のために物品を一時的に移動させる場合（1 年未満）AMED への申請

は不要とします。 

① 当該研究開発の推進のために購入した物品等であること  

② 引き続き同一研究者が使用することで、円滑で効率的な研究開発遂行が可能となること  

③ AMED には、与えられた研究開発期間内で研究者が滞りなく研究開発遂行できる環境を整備  

する責任があること 

 

 

 

 

 

誤り。 

 

 

 

 

 

誤り。 

 

p.98 

(変更前

p.96) 

（２）物品の管理  

A. 研究機関にて管理対象となる物品等  

研究機関は全研究開発期間中、AMED 帰属の取得物品及び提供物品を無償で使用することができ

ます。研究機関及び研究開発担当者は、下記報告対象物品等以外（消耗品扱いとなる物品等）

も含めて善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。  

 

（２）物品の管理  

A. 研究機関にて管理対象となる物品等  

研究機関は研究開発期間中、AMED 帰属の取得物品及び提供物品を無償で使用することができま

す。研究機関及び研究開発担当者は、下記報告対象物品等以外（消耗品扱いとなる物品等）も

含めて善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。  

 

 

 

誤り。 

 

p.99 

(変更前

p.97) 

C. 試作品について  

●省略 

●省略 

① 取得価額が 50 万円以上（消費税込み）で、かつ耐用年数 1 年以上である  

② 全研究開発期間終了後も使用を予定している 

 

C. 試作品について  

●省略 

●省略 

① 取得価額が 50 万円以上（消費税込み）で、かつ耐用年数 1 年以上である  

② 研究開発期間終了後も使用を予定している 

 

 

 

 

誤り。 

 

p.100 F. 全研究開発期間終了後の物品等の取扱いについて  F. 研究開発期間終了後の物品等の取扱いについて  誤り。 
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頁 変更後 変更前 変更理由 
(変更前

p.98) 

●全研究開発期間終了後、取得物品及び提供物品のうち有形固定資産については、引き続き当該

研究開発課題の発展の目的のために使用される場合、提供物品の場合は賃貸借（有償）を経て、

取得物品の場合は使用貸借（無償）を経て、当該有形固定資産の耐用年数経過後に AMED の

評価額にて譲り受けていただくこととしています。  

省略 

 

G. 全研究開発期間終了後の物品等の取扱いについて(再委託先である企業等が取得､設置の場

合) 

●全研究開発期間終了後、取得物品及び提供物品のうち有形固定資産については、再委託先にて

引き続き当該委託研究開発の発展の目的のために使用される場合、提供物品の場合は賃貸借（有

償）を経て、取得物品の場合は使用貸借（無償）を経て、当該有形固定資産の耐用年数経過後

に AMED の評価額にて譲り受けていただくこととしています。 

 

●研究開発期間終了後、取得物品及び提供物品のうち有形固定資産については、引き続き当該研

究開発課題の発展の目的のために使用される場合、提供物品の場合は賃貸借（有償）を経て、取

得物品の場合は使用貸借（無償）を経て、当該有形固定資産の耐用年数経過後に AMED の評

価額にて譲り受けていただくこととしています。  

省略 

 

G. 研究開発期間終了後の物品等の取扱いについて(再委託先である企業等が取得､設置の場合) 

●研究開発期間終了後、取得物品及び提供物品のうち有形固定資産については、再委託先にて引

き続き当該委託研究開発の発展の目的のために使用される場合、提供物品の場合は賃貸借（有

償）を経て、取得物品の場合は使用貸借（無償）を経て、当該有形固定資産の耐用年数経過後

に AMED の評価額にて譲り受けていただくこととしています。 

 

p.104 

(変更前

p.102) 

（３）物品の移動等について  

A. 物品を移動する場合  

●省略  

●研究開発担当者（研究開発分担者を含む）が移籍等により所属研究機関を変更し、次の所属

研究機関においても、引き続き AMED の研究開発課題を推進する場合には、取得物品及び提供物

品を次の所属研究機関に移設しますので、ご協力お願いします。研究機関帰属となる取得物品につい

ても、原則として、「無償譲渡」により次の所属研究機関に引き継いでください。（処分制限期間（耐

用年数：４年）中の場合は、事前に「物品移動申請書」による手続により物品の移動を行ってくださ

い。 ） 

なお、修理、フィールドワーク等のために物品を一時的に移動させる場合（１年未満）は、AMED への

申請は不要とします。 

 

（３）物品の移動等について  

A. 物品を移動する場合  

●省略  

●研究開発担当者（研究開発分担者を含む）が移籍等により所属研究機関を変更し、次の所属

研究機関においても、引き続き AMED の研究開発課題を推進する場合には、取得物品及び提供物

品を次の所属研究機関に移設しますので、ご協力お願いします。研究機関帰属となる取得物品につい

ても、原則として、「無償譲渡」により次の所属研究機関に引き継いでください。（処分制限期間（耐

用年度：４年）中の場合は、事前に「物品移動申請書」による手続により物品の移動を行ってくださ

い。 ） 

なお、修理、フィールドワーク等のために物品を一時的に移動させる場合（１年未満）は、AMED への

申請は不要とします。 

 

 

 

 

 

 

 

誤り。 

p.107 

(変更前

p.105) 

（４）課題終了後の追跡調査、フォローアップ調査等について 

国の研究開発評価に関する大綱的指針等に基づいて実施する追跡評価、独立行政法人通則法に

基づいて実施される主務大臣の評価等において使用するを行うため、研究開発の実施中又は研究開

発終了後に追跡調査、や成果展開調査、発明等及び知的財産権の調査、フォローアップ調査等の調

査を行います。AMED の担当者から調査依頼を受けた場合、研究機関においては回答するなどの協

力義務が生じます。 

・担当者が変更となった場合の情報のアップデート等についても協力願います。 

・AMED が他者に委託して上記の調査を行う場合も含みます。 

 

（４）課題終了後の調査について 

国の大綱的指針等に基づいて実施する追跡評価を行うため、研究開発終了後に追跡調査や成果展

開調査等の調査を行います。AMED の担当者から調査依頼を受けた場合、研究機関においては協

力義務が生じます。 

 

フォローアップ調査

の 実 施 に 伴 う 変

更。 

p.111 

(変更前

p.109) 

4.16.2 研究開発担当者が作成する申請書類に関する留意事項 

省略 

＜「箇所別調書及び理由書（翌債承認に係るもの）」作成にあたっての留意事項＞ 

① 「予算科目」欄 

予算科目を「（目）医療研究開発推進事業費補助金」、「（目）保健衛生医療調査等推進事業

費補助金」又は「（目）国立研究開発法人日本医療研究開発機構補助金」の中から選択してくださ

い。 

4.16.2 研究開発担当者が作成する申請書類に関する留意事項 

省略 

＜「箇所別調書及び理由書（翌債承認に係るもの）」作成にあたっての留意事項＞ 

① 「予算科目」欄 

予算科目を「（目）医療研究開発推進事業費補助金」、「（目）保健衛生医療調査等推進事業

費補助金」又は「（目）中小企業医療研究開発推進事業費補助金」の中から選択してください。 

 

 

 

 

 

 

誤り。 
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頁 変更後 変更前 変更理由 
 

 第 5章 変更・中止等に係る手続 第 5章 変更・中止等に係る手続  

p.114 

(変更前

p.112) 

（１）「変更承認申請書」による手続 

●委託では委託研究開発契約書に関わる場合、補助では補助金交付申請書に関わる変更の場合

となります。研究機関より「変更承認申請書」を提出いただき、下記のとおり AMED が承認します。 

→（委託）下記表１) の場合は、委託研究開発契約変更契約書の締結をもって承認 

下記表２) の場合は、変更承認通知書をもって承認 

→（補助）下記表１）の場合は、変更交付決定通知書または変更承認通知書をもって承認 

        下記表２）の場合は、変更承認通知書をもって承認 

 

（１）「変更承認申請書」による手続 

●委託では委託研究開発契約書に関わる場合、補助では補助金交付申請書に関わる変更の場合

となります。研究機関より「変更承認申請書」を提出いただき、下記のとおり AMED が承認します。 

→（委託）下記表１) の場合は、委託研究開発契約変更契約書の締結をもって承認 

下記表２) の場合は、変更承認通知書をもって承認 

→（補助）下記表１)２) の場合は、変更承認通知書をもって承認 

 

 

 

 

 

 

 

表記を委託/補助

で統一。 

p.114 

表中 

(変更前

p.112) 

１) 変更承認申請書→変更契約等 

① 研究開発目的及び内容の「重大な変更」（研究開発目的や求める研究開発成果が変わる変

更） 

② 研究開発課題名の変更 

③ 研究開発期間の変更（下記事案を含む） 

・目標の早期達成による早期終了 

・評価等による全研究開発期間の延長 

以下省略 

 

２) 変更承認申請書→変更承認通知書 

①～⑥省略 

⑦ 「データマネジメントプラン（DMP）」に関する変更で、「個々の研究開発データとそのデータ管理者

について」の内容を変更する時  

１) 変更承認申請書→変更契約等 

① 研究開発目的及び内容の「重大な変更」（研究開発目的や求める研究開発成果が変わる変

更） 

② 研究開発課題名の変更 

③ 研究開発期間の変更（下記事案を含む） 

・目標の早期達成による早期終了 

・評価等による研究開発期間の延長 

以下省略 

 

２) 変更承認申請書→変更承認通知書 

①～⑥省略 

⑦ 「データマネジメントプラン（DMP）」に関する変更で、「個々の研究開発データについて」の内容を

変更する時  

 

 

 

 

 

 

 

誤り。 

 

 

 

 

DMP の項目名の

変更による修正。 

 

p.115 

表中 

(変更前

p.113) 

３) 変更届→受理・登録 

① 研究機関（委託は再委託先、補助は委託先を含む）の住所、名称の変更 

② 研究機関（委託は再委託先、補助は委託先を含む）を代表する権限を有する者の変更 

③ 研究機関（委託は再委託先、補助は委託先を含む）を代表する権限を有する者より委託研究

開発契約や補助金交付に関する権限を委任された者の変更が生じる時 

④⑤省略 

⑥ 「データマネジメントプラン（DMP）」の「プロジェクト研究開発課題情報」や「研究開発データ管理

に関わったデータ関連人材」の所属・役職等の軽微な変更をする時 

 

３) 変更届→受理・登録 

① 研究機関（委託は再委託先、補助は委託先を含む）の住所、名称の変更 

② 研究機関（委託は再委託先、補助は委託先を含む）を代表する権限を有する者の変更 

③ 研究機関を代表する権限を有する者より委託研究開発契約や補助金交付に関する権限を委任

された者の変更が生じる時 

④⑤省略 

⑥ 「データマネジメントプラン（DMP）」の「プロジェクト情報」や「研究開発データ管理に関わった人材」

の所属・役職等の軽微な変更をする時 

 

 

 

①②と表記統一。 

 

 

DMP の項目名の

変更による修正。 

 

p.116 

(変更前

p.114) 

B. 変更届 

●省略 

●省略 

●参加者リストについては研究開発計画時及び実績報告書提出時に提出してください。但し、課題管

理上、研究の進捗管理として AMED が特に必要と認め提出を求める場合にはその時点までの変更届

を提出してください。また、研究員の変更については発生の都度、参加者リストを更新して、研究機関に

て保管しておいてください。（検査時に確認することがあります。） 

 

B. 変更届 

●省略 

●省略 

●変更届の④～⑤の変更については、随時、又は当月分を翌月の 10 日までを目途に提出してくだ

さい。 (3 月分は 3 月 31 日までに提出) なお、当該事業年度の最終締切日は研究開発期間終

了日です。（研究開発期間が令和 7 年 3 月 31 日までであれば、最終締切日は令和 7 年 3 

月 31 日になります。）また、変更届の④～⑤の変更については、上半期と下半期の２回の提出にす

ることもできます。上半期は９月３０日までの変更を１０月１０日までを目処に、１０月１日から３

 

 

 

参加者リストに関

する事務作業の簡

素化による修正。 
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頁 変更後 変更前 変更理由 
 

 

 

 

●なお、変更届④に関し参加者リストの役職のみを変更する場合には、その都度変更届を提出せず

に、該当年度末にまとめた内容にて変更届を提出することでも構いません。但し、研究開発担当者、研

究開発費の人件費、旅費の計上対象となる者については、その都度提出してください。 

●3 月 31 日の提出期限より後、実績報告書提出期限までの間に、提出漏れや修正が判明し、変更

届を提出したい場合は、遅延理由書を添付し提出することが出来ます。AMED は、遅延理由書の内

容や理由を精査した上で、当該変更届を受理するか否かを判断します。 なお、期中での遅延理由書

は不要といたします。 

 

月３１日までの変更は３月３１日までに変更届を提出してください。年２回の提出を選択した場合

であっても、AMED が求めた場合はその時点までの変更届を提出してください。また、研究員の変更に

ついては発生の都度、参加者リストを更新して、研究機関で保管しておいてください。（検査時に確認

することがあります。） 

●なお、変更届④に関し参加者リストの役職のみを変更する場合には、その都度変更届を提出せず

に、該当年度末にまとめた内容にて変更届を提出することでも構いません。但し、研究開発担当者、研

究開発費の人件費、旅費の計上対象となる者については、その都度提出してください。 

●3 月 31 日の提出期限より後、実績報告書提出期限までの間に、提出漏れや修正が判明し、変更

届を提出したい場合は、遅延理由書を添付し提出することが出来ます。AMED は、遅延理由書の内

容や理由を精査した上で、当該変更届を受理するか否かを判断します。 なお、期中での遅延理由書

は不要といたします。 

 

p.117 

(変更前

p.115) 

＜中止又は一時停止日以降＞  

A. 中止の場合 

中止の手続を行った際には、中止の承認後、中止日（研究開発期間の終了日）から 6１日以内

に、「実績報告書」を作成し、AMED に提出してください。 

＜中止又は一時停止日以降＞  

A. 中止の場合 

中止の手続を行った際には、中止の承認を受けた日から 6１日以内に、「実績報告書」を作成し、

AMED に提出してください。 

 

承認日から中止

日(研究開発期間

の 終 了 日 ) へ 修

正。 

p.119 

(変更前

p.117) 

＜廃止又は中止日以降＞ 

A. 廃止の場合 

廃止の手続を行った際には、廃止の承認後、廃止日（研究開発期間の終了日）から 6１日以内

に、「実績報告書」を作成し、AMED に提出してください。 

＜廃止又は中止日以降＞ 

A. 廃止の場合 

廃止の手続を行った際には、廃止の承認を受けた日から 6１日以内に、「実績報告書」を作成し、

AMED に提出してください。 

 

承認日から廃止

日(研究開発期間

の 終 了 日 ) へ 修

正。 

 

 第 7章 研究開発データの取扱い 第 7章 研究開発データの取扱い  

p.125 

(変更前

p.123) 

7.3 データマネジメントプラン（DMP：研究開発終了時の最新版）の提出・公表 

実績報告書の別添として、DMP（研究開発終了時の最新版）を提出してください。 

データシェアリングによる研究開発データの利活用という観点から、AMED からの支援を受けた研究開発

に関連して創出、取得又は収集した研究開発データを利用したいと考える大学、企業その他研究機関

へ紹介する目的で、DMP（研究開発終了時の最新版）等の一部公開可能な箇所について、

AMED ウェブサイトに AMED 研究開発データ利活用カタログとして AMED DataCat（AMED データ

カタログデータベース）※において公開します。 

※ https://www.datacatalog.amed.go.jp/amed/ 

 

7.3 データマネジメントプラン（DMP：研究開発終了時の最新版）の提出・公表 

実績報告書の別添として、DMP（研究開発終了時の最新版）を提出してください。 

データシェアリングによる研究開発データの利活用という観点から、AMED からの支援を受けた研究開発

に関連して創出、取得又は収集した研究開発データを利用したいと考える大学、企業その他研究機関

へ紹介する目的で、DMP（研究開発終了時の最新版）等の一部公開可能な箇所について、

AMED ウェブサイトに AMED 研究開発データ利活用カタログとして公開します。 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 5 月の

AMED DataCat

公開に伴う修正。 

 

 第９章 不正行為等への対応 第９章 不正行為等への対応  

p.128 

(変更前

p.126) 

 

「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」のリンク

→https://www.amed.go.jp/content/000141868.pdf 

 

「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」のリンク

→https://www.amed.go.jp/content/000061351.pdf 

 

URL 更新。該当

ページに 3 か所あ

り。 

 

p.130 

(変更前

p.128) 

9.4 研究倫理教育責任者・コンプライアンス推進責任者の登録・変更 

公正な研究活動の推進にあたっては、各研究機関が保有する研究公正に関する情報やノウハウ等を

交換し、互いに協力・連携することが重要です。 

AMED 事業に採択された場合、委託契約締結又は補助金交付決定後に提出いただく「経費等内

9.4 研究倫理教育責任者・コンプライアンス推進責任者の登録・変更 

AMED 事業に採択された場合、AMED 事業に参画する研究機関の研究倫理教育責任者及びコン

プライアンス推進責任者（以下「研究公正責任者」という。）は、RIO ネットワークのメンバーに登録さ

れます。具体的には、契約の際に提出する「経費等内訳・項目シート」の「研究倫理教育責任者」及び

 

より迅速な配信を

行うため、R8 年度

からは研究機関が
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頁 変更後 変更前 変更理由 
訳・項目シート」の「研究倫理教育責任者」及び「コンプライアンス推進責任者」欄をご記入いただき、あ

わせて下記ウェブサイトにおいて『研究公正責任者・研究公正担当者向け RIO ネットワークメルマガ』の

配信登録を必ず行ってください。 

AMED メール配信サービス登録サイト 

https://krs.bz/amed/m/subscription 

 

これにより、研究倫理教育責任者及びコンプライアンス推進責任者は、RIO ネットワークのメンバーに登

録され、定期的に発信される『研究公正責任者、担当者向け RIO ネットワークメルマガ』（RIO メルマ

ガ)を通して、研究公正に関するイベント・勉強会等の情報を得ることができます。 

RIO ネットワーク 

https://www.amed.go.jp/kenkyu_kousei/rionetwork.html 

 

研究倫理教育責任者及びコンプライアンス推進責任者を変更する場合は、AMED 研究開発課題管

理支援ツール（A-POST）において変更の登録を行ってください。A-POSTを使用していない機関の場

合は、研究公正窓口（kenkyuukousei‘’AT‘’amed.go.jp：‘’AT‘’を‘’@‘’に置き換え）へご連絡く

ださい。変更する際は、前記 AMED メール配信サービス登録サイトにて、RIO メルマガの配信先としても

必ず登録してください。 

なお、研究倫理教育責任者及びコンプライアンス推進責任者以外の方も、同サイトにて RIO ネットワー

クへ任意で登録し、RIO メルマガを受信することができます。 

 

「コンプライアンス推進責任者」欄に記載された方が登録されます（必ず記入してください）。研究公正

責任者に変更があった場合は、研究公正窓口（kenkyuukousei‘’AT‘’amed.go.jp：‘’AT‘’を

‘’@‘’に置き換え）に連絡してください。 

公正な研究活動の推進にあたっては、各研究機関が保有する研究公正に関する情報やノウハウ等を

交換し、互いに協力・連携することが重要であるため、AMED は、研究公正担当者に対して、研究公

正・研究倫理に関する情報を定期的に配信しています（RIO メルマガ）。 

なお、研究公正責任者以外も RIO ネットワークに登録することができます。登録を希望される方は、

AMED の 

RIO ネットワークのウェブサイトの案内に従って登録してください。 

https://www.amed.go.jp/kenkyu_kousei/rionetwork.htm 

AMED メール配信

サービスのサイトか

ら直接登録を行う

運用に変更するた

め。 

    

 


